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は
じ
め
に

『
播
磨
国
風
土
記
』
（
以
下
、
風
土
記
）
を
は
じ
め
と
し
た

古
風
土
記
は
地
誌
で
あ
る
と
と
も
に
伝
承
資
料
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
歴
史
学
研
究
に
お
い
て
は
十
分
活
用
さ
れ
な
い
時
期
が

長
く
続
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
は
克
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
伝

承
の
解
釈
の
正
当
性
を
担
保
す
る
も
の
は
、
一
つ
は
風
土
記
テ

キ
ス
ト
の
論
理
、
全
体
と
部
分
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ

り
、
二
つ
目
に
同
様
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
持
つ
他
の
類
例
と
の
比

較
検
討
で
あ
る
。
三
つ
目
に
文
学
的
・
文
芸
的
テ
キ
ス
ト
と
歴

史
的
事
実
を
接
合
す
る
た
め
に
は
風
土
記
が
地
誌
で
も
あ
る
と

い
う
点
を
考
慮
し
て
、
現
地
調
査
や
考
古
学
的
事
実
と
の
照
応

と
な
ら
び
、
交
通
路
を
基
に
地
域
間
の
交
通
関
係
を
析
出
し
参

照
す
る
こ
と
が
有
効
と
思
わ
れ
る
。

東
播
・
西
摂
の
国
境
地
帯
に
関
し
て
は
重
要
な
街
道
も
多

く
、
摂
津
側
か
ら
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
は
風
土
記

を
史
料
と
し
て
活
用
し
上
記
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
南
野
を
め
ぐ
る
伝
承
や
モ
テ
ィ
ー

フ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
風
土
記
史
料
か
ら
明
ら
か

に
で
き
る
こ
と
と
、
当
該
の
地
域
間
交
通
・
交
通
関
係
か
ら
得

ら
れ
る
知
見
と
の
接
合
を
試
み
た
い
。

一　

風
土
記
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
に
見
る
明
石
・
賀
古
・
印

南
三
郡

風
土
記
に
お
け
る
東
播
の
沿
岸
諸
郡
（
明
石
郡
・
賀
古
郡
・

印
南
郡
）
の
特
徴
と
し
て
、
明
石
郡
条
が
完
全
に
欠
落
し
て
い

る
こ
と
、
賀
古
郡
条
も
現
存
本
は
冒
頭
部
の
郡
名
由
来
が
中
途

か
ら
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
明
石
郡
条

の
逸
文
と
さ
れ
る
記
事
が
伝
わ
っ
て
は
い
る
が
、
全
体
の
記

事
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
石
郡
の
研
究
を
困
難
に
し
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て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
理
由
か
ら
原
本
に
は
確
か
に
明
石
郡

条
が
付
随
し
て
い
た
こ
と
（
逸
文
に
つ
い
て
も
真
正
と
認
め
ら

れ
る
）
、
ま
た
風
土
記
の
記
事
全
体
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
欠
落
を
伴
う
東
播
諸
郡
の
歴
史
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
そ
れ
は
賀
古
郡
・
印
南
郡
条
全
体
に
ま
た
が
る
ナ

ビ
ツ
マ
伝
承
の
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
明
石
郡
の
記
載
も
登
場

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
伝
承
は
東
播
沿
岸
諸
郡
に
ま
た
が

る
長
大
な
物
語
伝
承
と
な
っ
て
い
る
（

  1
）。

風
土
記
の
い
わ
ゆ
る
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
は
、
比
礼
墓
（
褶
墓
）

の
地
名
起
源
譚
を
骨
格
と
し
な
が
ら
、
景
行
天
皇
（
大
帯
日

古
命
）
が
印
南
別
嬢
に
「
誂
ひ
」（
求
婚
）
す
る
に
対
し
て
、

印
南
別
嬢
が
逃
避
行
す
る
の
を
景
行
が
追
跡
し
な
が
ら
各
地
を

訪
問
し
て
い
く
形
式
を
と
る
長
大
な
一
連
の
物
語
で
あ
る
。
景

行
の
后
と
な
る
印
南
別
嬢
は
『
古
事
記
』
で
は
吉
備
臣
の
祖
・

若
建
吉
備
津
日
子
の
女
で
「
針
間
之
伊
那
毘
能
大
郎
女
」
と

表
記
さ
れ
、
そ
の
所
生
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（
小
碓
命
）
で
あ

る
。
針
間
之
伊
那
毘
能
大
郎
女
に
は
「
弟
」（
妹
）「
伊
那
毘
能

若
郎
女
」
が
い
る
。
と
も
に
吉
備
氏
所
生
の
后
妃
と
さ
れ
、

「
伊
那
毘
」
（
イ
ナ
ビ
）
を
人
名
の
語
幹
と
し
て
い
る
。
『
日

本
書
紀
』
で
は
「
播
磨
稲
日
大
郎
姫
」
と
表
記
さ
れ
る
。
「
別

嬢
（
ワ
キ
イ
ラ
ツ
メ
）」
が
「
若
郎
女
（
ワ
カ
イ
ラ
ツ
メ
）」
の

こ
と
な
ら
ば
、
印
南
別
嬢
は
『
古
事
記
』
の
「
伊
那
毘
能
若
郎

女
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
が
「
播
磨
稲

日
大
郎
姫
」
一
人
の
人
格
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
「
伊

那
毘
」
を
語
幹
と
し
た
印
南
地
域
ゆ
か
り
の
女
性
と
し
て
お
け

ば
良
い
で
あ
ろ
う
。
印
南
別
嬢
の
実
在
性
は
と
も
か
く
、
地
名

「
印
南
」
と
深
く
関
わ
る
物
語
上
の
人
物
な
の
で
あ
る
。

印
南
別
嬢
が
表
象
す
る
「
印
南
」
の
地
と
は
ど
こ
を
指
す
の

か
。
後
述
す
る
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
全
体
を
見
る
と
、
舞
台
は
明

石
・
賀
古
・
印
南
三
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
印
南
別
嬢
の
人

格
に
表
象
さ
れ
る
地
域
の
呼
称
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
印

南
野
」
で
あ
る
。「
賀
古
郡
印
南
野
」
（
『
続
日
本
紀
』
天
平

神
護
元
年
五
月
庚
戌
条
）
と
い
う
表
記
も
存
在
す
る
が
、
神
亀

三
年
（
七
二
六
）
の
聖
武
天
皇
の
印
南
野
行
幸
に
際
し
て
は
、

「
播
磨
国
印
南
野
」
（
『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
九
月
壬
寅

条
）
と
表
記
さ
れ
、
こ
の
「
印
南
野
」
は
明
石
・
賀
古
・
印
南

三
郡
に
ま
た
が
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
『
万
葉
集
』

九
三
五
～
九
四
七
に
行
幸
の
際
の
歌
が
見
え
る
が
、
播
磨
の
地

名
で
は
「
名
寸
隅
」
（
魚
住
）
「
藤
井
（
藤
江
）
浦
」
「
明
石

潟
」
「
印
南
つ
ま
辛
荷
島
」
「
都
太
細
江
」
が
詠
ま
れ
て
い

る
。
揖
保
郡
の
辛
荷
島
を
印
南
の
「
端
（
つ
ま
）
」
と
詠
む
の

は
「
印
南
」
の
広
義
の
用
法
で
あ
ろ
う
が
、
「
印
南
野
」
の
地
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域
呼
称
と
し
て
は
明
石
の
和
坂
を
東
端
と
す
る
丘
陵
上
を
言
う

の
で
あ
り
、
加
古
川
を
挟
ん
だ
印
南
郡
を
も
含
む
と
考
え
ら
れ

る
（

  2
）。
大
和
三
山
も
が
「
見
に
来
」
る
「
印
南
国
原
」（
『
万

葉
集
』
一
四
）
と
も
呼
ば
れ
る
特
別
な
地
域
な
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
「
印
南
野
」
の
地
域
概
念
を
表
象
す
る
印
南
別
嬢
と
景

行
と
の
婚
姻
譚
は
、
大
王
と
地
方
豪
族
と
の
婚
姻
関
係
の
形
式

を
と
っ
た
中
央
権
力
―
東
播
三
郡
の
地
域
権
力
と
の
関
係
を
象

徴
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

印
南
別
嬢
を
め
ぐ
る
系
譜
を
見
る
と
、
若
建
吉
備
津
日
子
は

孝
霊
天
皇
の
子
と
さ
れ
、
「
大
吉
備
津
日
子
命
と
若
建
吉
備

津
日
子
と
は
、
二
柱
相
副
ひ
て
、
針
間
の
氷
河
の
前
に
忌
瓮
を

居
ゑ
て
、
針
間
を
道
の
口
と
し
て
吉
備
国
を
言
向
け
和
し
た
ま

ひ
き
」
と
あ
り
、
大
吉
備
津
日
子
命
は
吉
備
上
道
臣
の
祖
、
若

建
吉
備
津
日
子
は
吉
備
下
道
臣
の
祖
と
さ
れ
る
（
『
古
事
記
』

孝
霊
天
皇
段
。
以
下
、
孝
霊
記
と
略
す
）
。
孝
霊
記
を
含
む
い

わ
ゆ
る
欠
史
八
代
が
位
置
づ
け
る
の
は
、
皇
子
末
裔
で
あ
り
か

つ
后
妃
を
出
す
存
在
で
も
あ
る
皇
別
氏
族
の
系
譜
で
あ
る
。
地

方
豪
族
を
皇
子
末
裔
に
位
置
づ
け
る
系
譜
は
、
吉
備
津
日
子
が

吉
備
津
彦
神
社
に
由
来
す
る
よ
う
に
地
方
豪
族
の
守
護
神
を
皇

子
の
名
に
留
め
る
形
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
皇
子
末
裔

と
い
う
の
は
史
実
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
皇
別
氏
族
系
譜
は

天
つ
神
・
国
つ
神
の
神
統
譜
の
体
系
の
な
か
に
吉
備
津
彦
神
社

ク
ラ
ス
の
地
域
的
奉
斎
神
を
位
置
づ
け
た
も
の
と
し
て
（

  3
）、

倭
王
権
と
地
方
豪
族
と
の
政
治
的
関
係
を
表
象
し
た
も
の
と
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
針
間
を
道
の
口
と
し
て
吉
備
国
を

言
向
け
和
し
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
「
播
磨

の
氷
河
」
は
加
古
川
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
印
南

郡
・
賀
古
郡
地
域
を
介
し
て
倭
王
権
が
吉
備
勢
力
と
の
政
治
的

関
係
を
構
築
し
え
た
歴
史
的
段
階
が
想
定
さ
れ
る
。
印
南
別
嬢

関
連
の
系
譜
と
伝
承
が
示
す
の
は
大
王
と
地
方
豪
族
と
の
婚
姻

関
係
の
形
式
を
と
っ
た
中
央
―
地
域
の
権
力
関
係
な
の
で
あ

る
。
播
磨
地
域
に
吉
備
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
播
磨
が
吉
備
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
と
い
う

よ
り
も
、
倭
王
権
サ
イ
ド
は
播
磨
を
介
し
て
吉
備
勢
力
と
関
係

を
構
築
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
は
印
南

別
嬢
（
「
伊
那
毘
」
）
の
人
名
に
妻
問
ひ
を
拒
む
・
隠
れ
る
ヒ

メ
（
「
隠
び
妻
」
「
否
び
妻
」
）
の
物
語
を
仮
託
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
印
南
地
域
に
代
表
さ
れ
る
東
播
地
域
と
王
権
と
の
関

係
を
婚
姻
伝
承
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と

し
て
は
求
婚
さ
れ
た
女
が
隠
れ
、
男
が
探
し
出
す
婚
姻
習
俗
の

存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
風
土
記
は
印
南
別
嬢
を
丸
部

臣
等
（
和
邇
氏
）
の
始
祖
・
比
古
汝
茅
と
吉
備
比
売
と
の
間
の



40

所
生
と
伝
え
て
い
る
。
政
治
関
係
構
築
の
ヤ
マ
ト
側
の
主
体
が

王
権
を
支
え
る
和
邇
氏
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
吉

備
氏
が
皇
子
の
末
裔
で
あ
る
と
す
る
皇
別
氏
族
系
譜
が
形
成
さ

れ
る
以
前
の
段
階
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
播
磨
に
お

け
る
和
邇
氏
の
足
跡
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
に
お
い
て
、
景
行
と
印
南
別
嬢
と
の
関
わ
り

を
見
る
う
え
で
重
要
な
の
が
両
者
の
媒
介
者
（
「
媒
者
」
）
と

し
て
登
場
す
る
息
長
命
の
存
在
で
あ
る
（

  4
）。
息
長
命
は
「
賀

毛
郡
山
直
等
始
祖
息
長
命
（
一
名
伊
志
治
）
」
と
さ
れ
、
景
行

が
小
島
・
南
毘
都
麻
で
印
南
別
嬢
に
追
い
つ
き
、
二
人
の
舟
の

「
挟
を
堀
杪
」
っ
た
の
も
息
長
命
＝
伊
志
治
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
に
「
大
中
伊
志
治
」
「
挟
杪
伊
志
治
」
の
名
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
「
大
中
」
は
賀
古
郡
の
地
名
で
あ
る
と
と
も
に
媒
介
者

で
あ
る
こ
と
に
因
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
場
面

に
よ
っ
て
名
を
変
え
て
い
く
（
命
名
さ
れ
る
）
こ
と
か
ら
、
息

長
命
は
伝
承
の
構
造
上
か
ら
も
景
行
と
印
南
別
嬢
を
結
び
つ
け

る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
印
南
別
嬢

の
「
掃
床
」
（
寝
所
）
に
仕
奉
し
た
出
雲
臣
比
須
良
比
売
を
息

長
命
に
娶
せ
て
お
り
、
景
行
―
印
南
別
嬢
の
婚
姻
関
係
（
性
的

関
係
）
を
結
び
つ
け
る
上
で
息
長
命
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
倭
王
権
―
賀
古
・
印
南
地
域
―
吉
備
の
政
治
関
係
を
構
築

す
る
上
で
、
賀
毛
郡
の
山
直
・
山
部
集
団
と
「
出
雲
臣
」
（
特

定
の
出
雲
勢
力
）
が
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
息
長
命
の
墓
が
「
賀
古
駅
の
西
に
有
り
」
と
特

記
さ
れ
る
こ
と
も
播
磨
賀
毛
郡
の
勢
力
と
賀
古
郡
と
の
結
び
つ

き
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
景
行
か
ら
逃
れ
る
印
南
別
嬢
の
逃
避
行
、
景
行
に
よ
る

「
覓
ぎ
訪
ひ
」
に
つ
い
て
見
る
。
景
行
は
「
誂
ひ
」
（
求
婚
）

を
摂
津
国
高
瀬
済
（
朕
君
済
）
か
ら
出
発
す
る
。
赤
石
郡
廝
御

井
に
到
り
、
こ
の
地
で
御
食
を
供
進
す
る
。
次
い
で
賀
古
松
原

に
到
り
、
印
南
別
嬢
が
加
古
川
河
口
の
三
角
州
で
あ
ろ
う
小

島
・
南
毘
都
麻
に
逃
げ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
賀
古
郡
の
阿
閇
津

（
阿
閇
村
）
、
御
坏
江
で
御
食
を
供
進
し
て
南
毘
都
麻
に
渡
ろ

う
と
す
る
。
そ
こ
で
前
述
し
た
息
長
命
の
媒
介
に
よ
り
印
南
別

嬢
と
会
し
得
た
景
行
は
、
印
南
郡
の
六
継
村
で
よ
う
や
く
「
密

事
」
を
成
し
遂
げ
る
。
し
か
し
そ
の
地
が
不
適
だ
っ
た
の
で
南

下
し
、
宮
殿
や
贄
殿
な
ど
を
設
け
た
地
が
高
宮
村
・
酒
屋
村
・

贄
田
村
・
館
村
・
宮
田
村
で
あ
る
と
す
る
。
六
継
村
は
伊
保
の

近
辺
と
推
定
さ
れ
、
高
宮
村
以
下
は
南
毘
都
麻
付
近
一
帯
の
地

名
と
推
測
さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
は
荷
前
の
地
で
あ
る
「
幣
帛
浜
」

に
つ
い
て
、
三
国
川
の
川
尻
よ
り
吾
君
川
の
川
尻
に
至
る
難
波
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浦
だ
と
し
て
い
る
。
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
に
お
け
る
景
行
の
行
程
は

朕
君
済
付
近
の
難
波
浦
か
ら
海
路
で
赤
石
郡
廝
御
井
に
到
着
し

た
よ
う
に
読
め
る
。
廝
御
井
は
風
土
記
逸
文
の
明
石
駅
家
「
駒

手
御
井
」
を
連
想
さ
せ
る
と
と
も
に
同
逸
文
に
も
御
食
を
供
進

し
た
こ
と
が
見
え
る
。
大
阪
湾
か
ら
淡
路
島
に
か
け
て
舟
で
御

食
を
供
進
し
た
と
い
う
、
仁
徳
記
に
も
見
え
る
宇
宙
樹
と
「
速

鳥
」
船
の
説
話
が
語
ら
れ
て
お
り
、
明
石
ま
で
は
海
路
で
入
っ

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
山
陽
道
沿
い
に
御
食

の
供
進
地
や
息
長
命
の
墓
が
賀
古
駅
（
加
古
川
左
岸
の
加
古
川

市
野
口
町
の
古
大
内
遺
跡
）
の
西
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
。
印
南
別
嬢
の
死
後
の
匣
と
褶
の
伝
承
、
加
古
川
に
関
す
る

年
魚
を
貢
進
し
な
い
謂
れ
、
印
南
別
嬢
の
墓
と
さ
れ
る
日
岡
、

賀
古
松
原
の
松
原
御
井
と
続
き
、
い
ず
れ
も
加
古
川
河
口
付
近

の
ゆ
か
り
の
地
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

風
土
記
賀
古
郡
・
印
南
郡
の
各
里
の
条
は
各
郡
の
ナ
ビ
ツ
マ

伝
承
部
分
の
後
段
に
、
基
本
的
に
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
と
重
複
し
な

い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
印
南
郡
条
の
最
後
に
な
っ
て
郡

の
南
の
海
中
の
小
島
で
あ
る
「
南
毘
都
麻
」
に
つ
い
て
、
印
南

別
嬢
が
「
隠
び
居
い
」
た
か
ら
ナ
ビ
ツ
マ
と
命
名
さ
れ
た
と
い

う
地
名
起
源
を
語
る
の
で
あ
る
。
比
礼
墓
（
褶
墓
）
の
地
名
起

源
譚
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
伝
承
は
、
印
南
別
嬢
の
死
に
よ
っ
て

語
り
が
完
結
す
る
と
と
も
に
、
ナ
ビ
ツ
マ
の
地
名
起
源
伝
承
と

し
て
も
印
南
郡
の
最
末
尾
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
説
話

と
し
て
成
立
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
は
倭
王
権
と
地
方
豪
族
の
関
係

を
婚
姻
関
係
・
婚
姻
習
俗
を
下
敷
き
に
し
て
語
る
こ
と
で
王
権

と
東
播
・
加
古
川
河
口
地
域
と
の
政
治
的
関
係
を
象
徴
的
に
語

る
と
と
も
に
、
海
路
と
山
陽
道
沿
い
の
交
通
関
係
を
も
表
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
地
名
起
源
伝
承
、
印
南
別
嬢
の
死
を
め
ぐ
る

モ
テ
ィ
ー
フ
が
明
石
・
賀
古
・
印
南
諸
郡
全
体
を
も
っ
て
完
結

し
て
い
る
よ
う
に
、
東
播
三
郡
が
一
体
的
な
地
域
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
現
存
本
に
欠
落
し
て
い
る

明
石
郡
条
も
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

二　

供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
印
南
野

風
土
記
の
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
を
読
解
し
た
前
章
に
お
い
て
、
印

南
別
嬢
を
追
う
景
行
が
嶋
に
渡
ろ
う
と
す
る
地
点
で
御
食
を
供

進
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
「
阿
閇
津
・
阿
閇
村
」
、
「
御

坏
物
」
の
語
も
こ
の
御
食
の
供
進
に
関
わ
る
。
「
誂
ひ
」
（
求

婚
）
の
開
始
地
点
で
あ
る
高
瀬
渡
に
お
い
て
渡
守
の
紀
伊
国



42

人
・
小
玉
が
「
我
、
天
皇
の
贄
人
と
あ
り
や
否
や
」
と
応
答
す

る
の
も
、
贄
の
貢
進
＝
供
御
と
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
、
ほ
か
に
も
贄
殿
・
酒
殿
、
年
魚
の
不
貢
進
、
赤
石
郡
廝
御

井
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
風
土
記
逸
文
の
明
石
駅
家
に
も
「
駒

手
御
井
」
と
、
「
速
鳥
」
船
に
よ
っ
て
大
阪
湾
を
航
行
し
御
食

の
た
め
の
聖
水
を
貢
進
す
る
記
事
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
を
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
供

御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
以
外
の
風
土
記
の
記
事
に

も
散
見
さ
れ
る
。
供
御
料
た
る
食
料
品
・
海
産
物
（
「
魚
次
・

魚
住
」
「
江
魚
」
「
魚
塩
地
」
な
ど
）
と
、
供
御
の
た
め
の
容

器
（
「
御
坏
」
・
鍋
（
甌
）
「
御
筥
」
「
食
具
等
物
」
な
ど
）

と
は
セ
ッ
ト
で
あ
る
。

「
落
と
す
行
為
」
を
伴
う
場
合
も
あ
る
。
印
南
郡
含
芸
里
条

瓶
落
の
地
名
起
源
伝
承
で
は
私
部
弓
取
等
遠
祖
・
他
田
熊
千

が
瓶
の
酒
を
馬
の
尻
に
着
け
て
土
地
を
求
め
て
行
っ
た
と
こ

ろ
、
瓶
が
こ
の
村
に
落
ち
た
故
に
瓶
落
と
称
し
た
と
い
う
。
ま

た
酒
の
泉
も
湧
き
出
で
た
と
い
う
。
酒
を
入
れ
る
瓶
も
供
御
の

モ
テ
ー
ィ
フ
を
構
成
す
る
も
の
と
い
え
る
。
揖
保
郡
大
家
里
条

に
は
宇
治
連
等
遠
祖
、
兄
太
加
奈
志
・
弟
太
加
奈
志
の
二
人
が

大
田
村
の
地
を
開
墾
し
て
い
る
際
に
、
食
器
を
荷
っ
て
い
た
廝

人
の
朸
が
折
れ
て
荷
が
落
ち
た
。
奈
閉
が
落
ち
た
地
を
魚
戸

津
、
前
筥
が
落
ち
た
地
を
上
筥
岡
、
後
の
筥
落
が
落
ち
た
と
こ

ろ
を
下
筥
岡
と
名
づ
け
、
朸
が
落
ち
た
地
は
朸
田
と
名
づ
け
ら

れ
た
と
い
う
。
鍋
（
奈
閉
・
魚
戸
）
、
筥
も
供
御
の
モ
テ
ィ
ー

フ
で
あ
る
と
と
も
に
、
品
物
を
落
と
し
た
こ
と
が
地
名
起
源
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
居
地
の
選
択
や
土
地
の
点
定
に

際
し
て
物
が
落
ち
た
と
い
う
偶
然
に
よ
っ
て
神
意
を
得
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
神
々
も
品
物
を
落
と
す
こ
と
で

そ
の
地
に
鎮
座
す
る
。
「
落
と
す
行
為
」
は
村
立
て
（
村
落
開

発
）
や
開
墾
、
土
地
の
占
有
・
領
有
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
  5
）。
「
落
と
す
」
主
体
が
開
発
者
で
あ
る
。

落
と
し
た
品
物
が
酒
や
食
料
品
、
食
器
で
あ
る
な
ら
ば
な
お

さ
ら
土
地
の
占
有
・
領
有
、
国
土
支
配
の
観
念
と
密
接
で
あ

る
。
生
鮮
食
料
品
、
食
器
な
ど
か
ら
な
る
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ

は
、
そ
の
土
地
で
収
穫
さ
れ
た
食
物
を
初
物
な
ど
と
し
て
食
す

る
者
が
そ
の
土
地
の
支
配
者
で
あ
る
と
す
る
思
想
、
い
わ
ゆ
る

「
食
国
」
の
観
念
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
記
紀
や
祝
詞
に
お

け
る
食
国
の
観
念
は
天
皇
の
国
土
支
配
権
を
表
象
し
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
八
年
条
（
以
下
、
仲
哀
紀
八
年

条
）
に
も
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
哀

天
皇
が
熊
襲
を
討
つ
に
あ
た
り
、
岡
県
主
（
福
岡
県
遠
賀
川
河

口
付
近
の
土
豪
）
の
祖
・
熊
鰐
が
天
皇
を
周
防
沙
麼
浦
に
迎
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え
、
「
魚
塩
（
ナ
ジ
オ
）
地
」
を
献
上
し
た
。
魚
塩
地
と
さ
れ

た
の
は
穴
門
よ
り
向
津
大
済
ま
で
を
「
東
門
」
と
し
、
名
籠
屋

大
済
を
「
西
門
」
と
す
る
海
域
で
、
そ
れ
は
「
没
利
嶋
・
阿
閉

嶋
を
限
り
て
御
筥
と
し
、
柴
嶋
を
割
り
て
御
甌
と
す
。
逆
見
海

を
以
て
塩
地
と
す
。
」
と
あ
る
。
山
口
県
下
関
沖
合
い
の
島
嶼

部
か
ら
福
岡
県
洞
海
湾
・
北
九
州
市
の
海
上
ま
で
の
広
大
な
水

域
を
天
皇
へ
の
供
御
の
た
め
の
「
魚
塩
地
」
と
し
て
献
上
し
た

と
い
う
地
方
豪
族
の
服
属
譚
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
天
皇
の

征
西
に
際
し
て
こ
の
海
域
の
交
通
を
保
障
し
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
景
行
紀
二
八
年
条
で
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

が
征
西
の
後
、
「
是
を
以
て
、
西
洲
既
に
謐
り
ぬ
。
百
姓
事
無

し
。
た
だ
吉
備
穴
済
の
神
、
及
び
難
波
柏
済
の
神
の
み
、
皆
害

る
心
有
り
て
、
毒
し
き
気
を
放
ち
て
、
路
人
を
苦
び
し
む
。
並

び
に
禍
害
の
藪
と
な
れ
り
。
故
、
悉
く
尼
に
其
の
悪
し
き
神
を

殺
し
て
、
並
び
に
水
陸
の
径
を
開
く
」
と
復
命
し
て
い
る
。
吉

備
穴
済
は
「
婀
娜
国
」
と
表
記
さ
れ
た
備
後
国
安
那
郡
周
辺
の

海
を
指
す
か
、
備
前
の
児
嶋
湾
を
指
す
。
難
波
柏
済
は
仁
徳
紀

に
お
い
て
皇
后
磐
之
媛
が
御
綱
柏
を
紀
伊
国
へ
採
り
に
行
っ
た

と
こ
ろ
、
天
皇
の
逢
瀬
を
知
っ
た
皇
后
が
採
っ
て
き
た
柏
葉
を

棄
て
た
と
さ
れ
る
難
波
済
＝
葉
済
、
難
波
御
津
前
に
あ
た
る
。

皇
后
磐
之
媛
の
嫉
妬
譚
は
仁
徳
記
で
は
吉
備
国
児
島
の
仕
丁
が

吉
備
と
難
波
の
御
津
前
を
往
来
し
て
い
る
設
定
と
な
っ
て
い

る
。
注
目
す
べ
き
は
吉
備
か
ら
難
波
ま
で
の
広
域
的
な
海
域
を

「
水
陸
の
径
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
に
お
け

る
広
域
の
海
域
が
「
吉
備
穴
済
の
神
」
と
「
難
波
柏
済
の
神
」

を
平
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
と
す
る
表
現
と
、

仲
哀
紀
に
お
い
て
広
域
的
な
海
域
を
供
御
領
と
し
て
の
「
魚
塩

地
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
供
御

の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
は
食
国
の
観
念
に
加
え
て
広
域
的
な
交
通
を

表
象
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。

難
波
柏
済
の
柏
葉
に
も
注
目
し
た
い
。
播
磨
国
か
ら
貢
納
さ

れ
た
柏
葉
が
大
嘗
祭
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る

が
、
印
南
野
と
柏
葉
と
の
関
わ
り
を
窺
わ
せ
る
の
が
『
万
葉

集
』
巻
二
〇

−

四
三
〇
一
の
播
磨
守
安
宿
王
「
稲
見
野
の
あ
か

ら
柏
は
時
は
あ
れ
ど
君
を
吾
が
思
ふ
時
は
実
無
し
」
で
あ
る
。

神
亀
三
年
の
聖
武
天
皇
の
印
南
野
行
幸
を
前
提
と
し
た
白
馬
節

会
で
の
歌
の
奏
上
と
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
印
南
野
行
幸
と
柏
葉
が

詠
わ
れ
る
の
か
。
播
磨
が
柏
葉
の
貢
納
地
で
あ
る
こ
と
に
加
え

て
、
行
幸
の
途
上
で
皇
位
に
付
随
す
る
聖
な
る
供
献
物
を
詠
う

こ
と
が
天
皇
の
寿
ぎ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承

に
お
い
て
天
皇
が
処
々
で
御
食
を
供
進
す
る
こ
と
（
＝
供
御
の
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モ
テ
ィ
ー
フ
）
と
、
柏
葉
の
よ
う
な
聖
な
る
供
献
物
を
挙
げ
る

こ
と
は
行
幸
や
交
通
体
系
を
表
象
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
瀬
戸
内
海
の
「
水
陸
の
径
」
を
吉
備
穴
済
神
―
難
波
柏
済

神
と
表
現
し
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
を
広
義
の
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
考
え
る
と
、
大
王
の

食
膳
奉
仕
を
職
掌
と
す
る
膳
氏
の
後
裔
氏
族
・
高
橋
氏
に
よ
る

「
高
橋
氏
文
」
に
も
関
連
伝
承
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

高
橋
氏
の
奉
事
根
源
譚
は
景
行
紀
に
載
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
前

提
に
「
高
橋
氏
文
」
で
は
よ
り
詳
し
く
始
祖
・
磐
鹿
六
雁
命
に

つ
い
て
、

伊
勢
に
行
幸
し
、
転
り
て
東
国
に
入
り
ま
し
き
。
…
上
総

国
安
房
の
浮
島
村
に
到
り
ま
し
き
。
爾
時
に
、
磐
鹿
六
雁

命
、
従
駕
に
仕
奉
る
。
天
皇
、
葛
飾
野
に
行
幸
し
て
、
御

獦
せ
し
め
た
ま
ふ
。
…
大
后
、
磐
鹿
六
雁
命
に
詔
し
た
ま

は
く
、
「
こ
の
浦
に
異
し
き
鳥
の
声
聞
ゆ
。
其
れ
、
か
く

が
く
と
鳴
け
り
。
其
の
形
を
見
ま
く
欲
す
」
と
の
り
た
ま

ふ
。
即
ち
、
磐
鹿
六
雁
命
、
船
に
乗
り
て
鳥
が
許
に
到
れ

ば
、
鳥
驚
き
て
他
し
浦
に
飛
び
ぬ
。
猶
追
ひ
行
け
ど
も
、

遂
に
捕
ら
ふ
る
こ
と
を
得
ず
。
…
（

  6
）

と
の
伝
承
を
伝
え
る
。
狩
猟
も
大
地
の
生
鮮
物
の
供
御
で
あ

り
、
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
登
場
人
物
が

女
性
や
鳥
を
追
い
か
け
て
転
々
と
移
動
し
て
い
る
点
も
ナ
ビ
ツ

マ
伝
承
と
類
似
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
葛
飾
野
で
あ
る
。

現
・
市
川
市
国
府
台
一
帯
を
中
心
と
し
た
葛
飾
野
は
南
北
に
流

れ
る
江
戸
川
の
下
流
域
に
あ
た
る
と
と
も
に
東
西
交
通
路
が
交

わ
る
東
国
交
通
上
の
要
衝
で
あ
る
。
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
が
展
開
す

る
印
南
野
も
山
陽
道
が
通
じ
る
と
と
も
に
南
北
に
流
れ
る
加
古

川
が
交
錯
す
る
。
印
南
丘
陵
・「
印
南
野
」
は
天
皇
行
幸
の
地

で
あ
り
、
歌
に
も
詠
わ
れ
る
点
と
、
東
国
の
「
葛
飾
野
」「
隅

田
川
」
が
後
に
歌
枕
と
な
っ
て
い
る
点
は
極
め
て
類
似
し
て
い

る
。両

者
に
共
通
す
る
の
は
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
（

  7
）。

供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
天
皇
の
国
土
支
配
権
を
表
象
す
る
と
と

も
に
、
広
域
的
な
交
通
体
系
を
も
表
し
て
い
る
。
印
南
野
や
葛

飾
野
は
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
示
す
交
通
体
系
上
の
枢
要
地
な

の
で
あ
る
。

三　

東
播
・
西
摂
の
交
通
と
印
南
野

ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
は
明
石
―
賀
古
―
印
南
の
地
域
的
一
体
性
と
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と
も
に
、
王
権
と
東
播
地
域
と
の
政
治
的
関
係
を
示
す
交
通
上

の
枢
要
地
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
を
み
た
。
そ
れ
は
海
路
を
含

む
山
陽
道
沿
い
の
交
通
関
係
を
表
し
て
い
る
。
一
方
で
、
ナ
ビ

ツ
マ
伝
承
は
王
権
と
東
播
の
勢
力
の
媒
介
者
と
し
て
息
長
命
を

登
場
さ
せ
、
賀
毛
郡
の
山
直
・
山
部
集
団
の
役
割
を
強
調
し
て

い
る
。

賀
毛
郡
の
山
直
に
つ
い
て
は
既
多
寺
大
智
度
論
の
知
識
に
氏

族
名
が
複
数
見
え
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
賀
毛
郡
に
お
け
る
存
在
形

態
と
し
て
は
当
地
の
地
縁
的
結
合
の
中
心
（
有
力
地
域
集
団
）

で
あ
る
針
間
国
造
氏
と
山
直
氏
が
地
縁
的
結
合
を
も
ち
な
が

ら
、
山
直
氏
そ
の
も
の
も
賀
古
郡
、
多
可
郡
な
ど
加
古
川
水
系

に
地
縁
的
結
合
を
広
げ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
（

  8
）。
山
直
氏
そ

の
も
の
は
よ
り
有
力
な
山
部
連
集
団
の
一
部
と
し
て
東
播
地
域

に
地
位
を
築
い
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
集
団
の
中
心
は
美
嚢
郡
の

縮
見
（
志
染
）
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
に
あ
た
っ
た
山
部
連
氏
で
あ
っ

た
。
ヲ
ケ
・
オ
ケ
皇
子
関
連
記
事
に
お
い
て
、
前
播
磨
国
司

だ
っ
た
伊
予
来
目
部
が
山
官
に
任
じ
ら
れ
、
山
部
連
氏
と
し
て

山
部
集
団
を
統
率
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
部
集
団
は
他

に
宍
粟
郡
に
も
分
布
し
て
い
る
。
八
世
紀
段
階
で
は
賀
毛
郡
の

山
直
・
山
部
集
団
は
地
域
内
に
お
け
る
有
力
地
域
集
団
と
は
見

ら
れ
な
い
が
、
播
磨
の
山
部
集
団
の
始
祖
的
集
団
が
賀
毛
郡

に
あ
り
、
そ
れ
が
加
古
川
水
系
一
帯
に
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
社
会
的
関
係
を
結
び
つ
け
る
東
播
に
お

け
る
交
通
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
沿
岸
部
の
山
陽
道
だ
け
で
な

く
内
陸
交
通
・
河
川
交
通
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
と
結
ぶ
摂
津
―
播
磨
の
内
陸
交
通
路
に
つ
い
て
は
、
摂
津

の
有
馬
か
ら
淡
河
を
通
っ
て
播
磨
美
嚢
郡
に
入
り
、
三
木
、

賀
古
郡
の
国
包
で
加
古
川
に
至
る
湯
山
街
道
の
存
在
が
重
要
で

あ
る
。
ま
た
山
陰
道
（
丹
波
街
道
）
か
ら
篠
山
―
賀
毛
郡
三
草

―
小
野
に
至
る
現
在
の
国
道
三
七
二
号
線
の
ル
ー
ト
に
よ
っ
て

も
、
小
野
―
国
包
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
賀
古
郡
に
到
る

こ
と
が
で
き
る
。
国
包
か
ら
は
河
川
交
通
を
利
用
し
て
賀
古
水

門
に
出
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
国
包
―
三
木
を
経
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
石
に
出
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
こ
の
点
で
内
陸
部

の
賀
毛
郡
、
美
嚢
郡
と
、
沿
岸
部
の
明
石
郡
、
賀
古
郡
、
印
南

郡
と
の
交
通
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
両
者
の
間
に
あ
る
印
南

野
を
め
ぐ
る
交
通
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
印
南
野
が

広
域
的
な
交
通
体
系
に
お
け
る
枢
要
地
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明

瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

古
墳
時
代
の
明
石
郡
一
帯
の
集
落
遺
跡
の
分
布
を
見
る
と
、

明
石
川
と
支
流
の
櫨
谷
川
、
伊
川
沿
い
に
集
中
し
て
お
り
、
稲
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作
農
耕
の
基
盤
が
印
南
野
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
判
断
さ

れ
る
。
た
だ
し
古
墳
築
造
と
渡
来
人
集
落
及
び
須
恵
器
生
産
が

印
南
野
丘
陵
上
あ
る
い
は
そ
の
縁
辺
で
行
わ
れ
て
い
る
。
（

  9
）

印
南
野
が
古
代
に
お
い
て
は
水
稲
耕
作
に
適
さ
ず
、
新
規
の
開

発
対
象
地
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。　
　

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
賀
古
郡
の
人
・
馬
養
造
人
上

の
改
姓
記
事
で
あ
る
。
そ
の
祖
先
、
吉
備
氏
系
・
上
道
臣
息
長

借
鎌
は
仁
徳
朝
に
「
賀
古
郡
印
南
野
」
に
居
住
し
た
。
そ
の
六

世
孫
が
上
宮
太
子
の
時
に
馬
司
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
改
姓

を
申
請
し
て
馬
養
造
か
ら
「
印
南
野
臣
」
姓
を
許
さ
れ
た
と
い

う
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
元
年
五
月
庚
戌
条
）
。
祖
先
が

吉
備
系
の
「
息
長
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
が
、
馬
飼
・

馬
司
で
あ
る
こ
と
か
ら
実
体
と
し
て
は
吉
備
氏
の
配
下
に
あ
っ

た
渡
来
系
集
団
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
上
宮
王
家
の
政
策
で
印
南

野
に
入
植
（
仁
徳
朝
と
い
う
の
は
仮
託
で
あ
ろ
う
）
し
、
馬

飼
・
馬
司
の
職
掌
を
こ
の
地
で
担
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
集
団

は
吉
備
氏
配
下
か
ら
上
宮
王
家
配
下
へ
と
所
属
の
変
更
が
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

吉
備
氏
所
生
と
伝
え
る
印
南
別
嬢
、
媒
介
者
と
し
て
の
息
長

命
を
め
ぐ
る
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
の
舞
台
・
印
南
野
に
、
吉
備
系
の

系
譜
を
持
つ
息
長
借
鎌
の
後
裔
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ
の
地

を
め
ぐ
る
ヤ
マ
ト
と
吉
備
の
政
治
・
権
力
関
係
の
歴
史
的
重
層

性
を
窺
わ
せ
る
。

六
世
紀
中
頃
の
明
石
魚
住
町
・
寺
山
古
墳
か
ら
頭
部
の
み
の

馬
形
埴
輪
が
出
土
し
て
お
り
、
馬
の
供
儀
と
の
関
わ
り
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
（

  10
）。
印
南
野
は
水
稲
耕
作
に
は
適
さ
な
い
が
、

王
権
・
王
家
の
関
与
に
よ
っ
て
七
世
紀
に
入
る
前
後
よ
り
牧
を

含
む
開
発
対
象
地
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

開
発
と
併
せ
て
印
南
野
の
交
通
上
の
位
置
を
風
土
記
の
記
事

を
検
討
す
る
こ
と
で
探
っ
て
み
る
。
賀
古
郡
鴨
波
里
条
と
そ
こ

に
見
え
る
「
賀
意
理
多
谷
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
で
あ
る
。

鴨
波
里
〔
土
は
中
の
中
な
り
〕
。
昔
、
大
部
造
等
の
始
祖

古
理
売
、
此
の
野
を
耕
し
て
、
多
に
粟
を
種
き
き
。
故
、

粟
々
里
と
曰
ふ
。
此
の
里
に
舟
引
原
有
り
。
昔
、
神
前
村

に
荒
ぶ
る
神
有
り
て
、
毎
に
行
く
人
の
舟
を
半
ば
留
め

き
。
是
に
、
往
来
の
舟
、
悉
に
印
南
の
大
津
江
に
留
ま
り

て
、
川
頭
に
上
る
。
賀
意
理
多
谷
よ
り
引
き
出
し
て
、
赤

石
郡
林
潮
に
通
は
し
出
だ
し
き
。
故
、
舟
引
原
と
曰
ふ
。

又
、
事
は
上
の
解
に
同
じ
。

「
賀
意
理
多
谷
」
を
め
ぐ
っ
て
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
は
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❶
❺

❸

❹

❷

印南野とカオリタ谷の関連地図
（『水のめぐみ』〈播磨町郷土資料館、2006年〉掲載地図に加工）
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現
在
加
古
川
大
堰
付
近
に
注
い
で
い
る
草
谷
川
説
を
と
る
。
小

学
館
新
編
日
本
文
学
全
集
本
は
日
岡
の
北
側
で
加
古
川
に
合

流
す
る
曇
川
説
を
と
っ
て
い
る
。
草
谷
川
下
流
・
河
口
部
は
現

在
は
河
川
工
事
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
初
頭
に
は
新
井
の

取
水
口
が
草
谷
川
河
口
付
近
に
造
ら
れ
、
戦
国
期
造
成
と
思
わ

れ
る
五
ヶ
井
に
ま
つ
わ
る
「
太
子
岩
」
が
所
在
し
、
聖
徳
太
子

伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
以
上
は
後
世
の
取
水
に
関
わ
る
事
柄

で
あ
る
が
、
草
谷
川
の
流
路
に
は
加
古
川
市
八
条
町
の
城
山
が

あ
り
、
そ
の
東
部
に
行
者
塚
古
墳
・
西
条
古
墳
群
（
前
期
～
後

期
）
が
所
在
す
る
。
縄
文
か
ら
平
安
期
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
八

幡
町
宮
山
遺
跡
に
は
旧
道
が
通
り
、
国
包
の
渡
し
に
至
る
。

草
谷
川
自
体
は
印
南
野
丘
陵
北
縁
を
流
れ
る
枯
れ
川
で
あ

り
、
古
代
に
お
い
て
も
船
を
曳
き
越
し
た
か
ど
う
か
は
検
証
で

き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
上
流
は
志
染
川
と
の
分
水
嶺
に
水
源

を
発
し
、
神
出
付
近
を
越
え
れ
ば
明
石
川
・
押
部
谷
に
出
る
こ

と
が
可
能
な
谷
筋
で
あ
る
。

一
方
、
曇
川
は
河
口
が
日
岡
山
に
あ
り
、
神
野
の
二
塚
古
墳

を
経
て
遡
上
す
る
と
天
満
大
池
（
岡
大
池
の
後
身
）
に
至
る
。

天
満
大
池
は
南
流
す
る
瀬
戸
川
と
北
流
す
る
曇
川
と
の
分
水
嶺

に
位
置
し
て
い
る
。
天
満
大
池
の
水
源
は
雌
岡
山
付
近
の
神

出
・
手
中
池
か
ら
の
手
中
流
で
あ
り
、
近
世
に
は
し
ば
し
ば
水

論
が
起
こ
っ
て
い
る
。
天
満
大
池
近
く
の
六
分
一
に
小
字
「
船

引
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
「
賀
意
理
多
谷
」
の
船
の
曳
き

越
し
と
結
び
つ
け
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
曇
川
」
の
名
前
の
通

り
水
無
川
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
舟
引
原
」
を
め
ぐ
る
船
の
曳
き
越
し
は
事
実
と
し
て
検
証

で
き
な
い
。
荒
ぶ
る
神
の
伝
承
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
、
境
界

領
域
と
い
う
の
で
は
な
く
実
体
と
し
て
交
通
の
要
衝
、
政
治

上
・
物
流
上
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（

  11
）。
「
舟

引
原
」
「
賀
意
理
多
谷
」
の
記
事
に
加
古
川
河
口
・
賀
古
水
門

（
印
南
大
津
江
）
と
明
石
川
河
口
・
明
石
泊
（
明
石
郡
林
潮
）

を
結
ぶ
印
南
野
丘
陵
の
交
通
路
・
谷
筋
の
役
割
を
見
い
だ
す
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
草
谷
川
は
国
包
か
ら
志
染
、
押
部
谷
、
さ

ら
に
は
明
石
川
を
下
っ
て
明
石
泊
を
結
ぶ
ル
ー
ト
と
な
る
。
印

南
野
に
お
け
る
天
満
大
池
の
位
置
は
、
こ
こ
を
分
水
嶺
と
し
て

北
西
に
曇
川
が
流
れ
、
赤
根
川
・
瀬
戸
川
が
南
流
す
る
。
さ
ら

に
雄
岡
山
・
雌
岡
山
を
発
す
る
手
中
流
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
五
ヶ
井
・
新
井
成
立
以
前
の
印
南
野
丘
陵
の
水
利
の
状

況
を
示
し
て
い
る
。
交
通
路
と
し
て
は
天
満
大
池
の
六
分
一
を

国
包
渡
―
二
見
湊
（
県
道
宗
佐
土
山
線
・
二
見
土
山
線
）
、
三

木
―
二
見
湊
（
県
道
志
染
土
山
線
）
の
街
道
が
交
差
し
て
走
っ

て
い
る
。
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
二
見
湊
に
代
わ
っ
て
魚
住



49

泊
（
名
寸
隅
船
瀬
）
が
印
南
野
の
要
港
で
あ
り
、
聖
武
天
皇
の

印
南
野
行
幸
以
来
、
播
磨
五
泊
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
位
置
を

占
め
た
。
魚
住
泊
推
定
地
は
明
石
市
大
久
保
町
西
江
井
島
の
赤

根
川
河
口
で
あ
り
、
中
世
に
は
魚
住
荘
が
所
在
し
た
。

賀
古
郡
鴨
波
里
、
望
理
里
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
風
土
記
が

望
理
里
は
賀
古
川
の
湾
曲
部
に
あ
る
と
す
る
の
で
、
印
南
野

の
加
古
川
南
岸
部
と
想
定
さ
れ
る
。
草
谷
付
近
か
ら
天
満
大
池

の
東
に
所
在
し
た
旧
母
里
村
付
近
ま
で
含
む
可
能
性
が
あ
る
。

そ
う
す
る
と
鴨
波
里
は
印
南
野
丘
陵
の
中
央
か
ら
沿
岸
部
の
地

域
、
後
の
阿
閇
荘
や
魚
住
を
含
む
も
の
と
な
ろ
う
。
木
簡
史
料

に
「
幡
磨
国
加
古
郡
禾
々
里
／
□
戸
首
名
俵
」
（
平
城
宮
木

簡
）
、
「
播
磨
国
賀
古
郡
淡
葉
郷
□
□
里
伯
禰
部
石
村
御
調
御

贄
大
蛸
六
斤
太
」
（
平
城
京
二
条
大
路
木
簡
）
が
あ
る
。
船
引

原
は
鴨
波
里
に
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
「
賀
意
理
多
谷
」
は
曇

川
の
可
能
性
が
高
く
な
る
。

鴨
波
里
条
で
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
「
大
部
造
等
の
始

祖
古
理
売
、
此
の
野
を
耕
し
て
、
多
に
粟
を
種
き
き
」
の
記

述
で
あ
る
。
粟
を
蒔
く
の
は
水
稲
耕
作
に
適
さ
な
い
印
南
野
丘

陵
上
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
大
部
造
等
」
は
大
伴
氏
系
の
氏
族
で

あ
ろ
う
。
播
磨
に
お
け
る
大
伴
氏
の
痕
跡
と
し
て
ほ
か
に
風
土

記
賀
毛
郡
楢
原
里
伎
須
美
野
条
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大

伴
連
等
が
伎
須
美
野
の
地
を
請
い
、
国
造
黒
田
別
に
地
状
を
問

う
た
と
こ
ろ
、
そ
の
答
え
が
山
に
囲
ま
れ
て
隠
れ
た
（
キ
ス
メ

ル
）
地
だ
っ
た
と
い
う
の
で
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

印
南
野
丘
陵
を
南
北
に
通
る
交
通
路
で
あ
る
県
道
二
見
土
山

線
・
宗
佐
土
山
線
で
魚
住
か
ら
六
分
一
を
経
て
国
包
に
至
り
、

国
包
の
渡
し
で
加
古
川
を
渡
河
し
て
加
古
川
右
岸
を
北
上
す
れ

ば
来
住
野
に
至
る
。
下
来
住
の
対
岸
は
大
部
荘
の
下
大
部
で
あ

り
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
嘉
市
渡
し
は
印
南
郡
・
加
西
郡
方
面
か

ら
来
住
野
を
通
っ
て
小
野
に
至
る
最
短
距
離
で
あ
っ
た
（

  12
）。

大
部
荘
は
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
、
東
大
寺
領
垂
水
・
粟

生
・
赤
穂
三
カ
庄
と
「
丈
（
大
カ
）
部
郷
田
地
一
処
」
（

  13
）を

代
替
し
て
立
荘
さ
れ
た
。
大
部
荘
は
北
を
東
条
川
、
西
を
加
古

川
に
囲
ま
れ
た
両
河
川
の
合
流
地
点
南
東
部
（
合
流
地
点
の
西

岸
が
風
土
記
の
川
合
里
）
の
段
丘
上
を
開
発
し
て
い
く
。
し
か

し
低
位
・
中
位
・
高
位
段
丘
面
を
開
発
す
る
の
は
中
世
以
後
で

あ
り
、
一
二
世
紀
に
郷
名
が
初
見
す
る
大
部
郷
の
地
は
加
古
川

に
面
す
る
低
地
で
あ
る
下
大
部
付
近
と
想
定
さ
れ
る
。
風
土
記

で
は
山
田
里
の
範
囲
と
考
え
ら
れ
、
「
猪
飼
野
」
に
日
向
肥
人

朝
戸
君
の
事
績
を
記
す
が
、
低
位
段
丘
面
を
粗
放
的
に
利
用
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
部
郷
の
名
は
古
代
に
は
確
認
さ
れ
な
い
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が
、
「
大
部
」
の
地
名
が
大
伴
連
氏
が
進
出
し
た
来
住
野
の
対

岸
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
は
的
は
ず
れ
で
は
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
大
伴
氏
の
痕
跡
を

印
南
野
―
来
住
野
―
大
部
の
交
通
路
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
伴
氏
関
係
に
よ
る
播
磨
へ
の
関
与
と
し
て
、
『
日
本
霊
異

記
』
（
上

−

第
五
）
に
厩
戸
皇
子
・
上
宮
王
家
に
よ
っ
て
、
推

古
一
七
年
に
大
部
屋
栖
古
連
が
播
磨
国
揖
保
郡
の
水
田
二
七
三

町
余
り
の
水
田
司
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
と
の
記
載
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
屋
栖
古
連
は
紀
伊
国
名
草
郡
宇
治
（
紀
三
井

寺
宇
治
）
の
大
伴
氏
の
先
祖
で
あ
り
（

  14
）、
厩
戸
の
「
肺
脯
侍

者
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
、
側
近
で
あ
っ
た
。
推
古
紀
一
四
年
是

歳
条
に
天
皇
が
播
磨
の
水
田
百
町
を
厩
戸
に
施
入
し
、
こ
れ
を

厩
戸
が
斑
鳩
寺
に
施
入
し
た
と
い
う
の
が
対
応
し
よ
う
。
屋
栖

古
連
は
播
磨
斑
鳩
寺
の
経
営
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
大
伴
氏
に
よ
る
揖
保
郡
の
開
発
は
風
土
記
の
大
家

里
条
、
大
田
里
条
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
田
里
に
は

丁
瓢
塚
古
墳
、
丁
柳
ヶ
瀬
遺
跡
が
所
在
す
る
。
丁
柳
ヶ
瀬
遺

跡
か
ら
は
須
恵
器
な
ど
に
「
大
伴
」
の
墨
書
が
見
つ
か
っ
て

い
る
。
遺
構
は
明
瞭
で
は
な
い
が
土
器
は
八
世
紀
に
属
す
る

（
  15
）。
大
田
里
の
呉
勝
は
紀
伊
国
名
草
郡
大
田
村
か
ら
摂
津
を

経
て
揖
保
郡
に
移
住
し
て
き
た
と
す
る
。
紀
伊
国
名
草
郡
宇
治

の
人
で
あ
る
大
部
屋
栖
古
連
と
の
関
連
が
窺
え
る
。
隣
り
合
う

大
家
里
の
上
筥
岡
・
下
筥
岡
・
魚
戸
津
・
朸
田
の
伝
承
に
登
場

す
る
、
丁
（
与
富
等
）
の
土
地
へ
開
墾
に
出
向
い
た
宇
治
連
等

の
祖
、
兄
太
加
奈
志
・
弟
太
加
奈
志
は
、
大
部
屋
栖
古
連
と
同

じ
く
紀
伊
国
名
草
郡
宇
治
の
氏
族
な
の
で
あ
ろ
う
。
揖
保
郡
の

水
田
二
七
三
町
余
り
（
推
古
紀
で
は
百
町
）
の
一
部
あ
る
い
は

大
部
分
が
揖
保
郡
の
大
津
茂
川
、
西
汐
入
川
下
流
域
に
開
田
さ

れ
た
可
能
性
は
高
い
。
丁
柳
ヶ
瀬
遺
跡
の
「
大
伴
」
墨
書
土
器

は
、
七
世
紀
前
後
に
開
始
さ
れ
た
新
た
な
開
田
を
受
け
て
、
八

世
紀
に
存
続
し
た
大
伴
氏
の
関
係
施
設
と
関
連
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
大
家
里
、
大
田
里
の
開
墾
記
事
を
大
伴
氏
差
配
下
の
も
の

と
見
る
こ
と
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
丁
古
墳
群
（
前
期
古
墳
と
、
ア
ー
チ
状
天
井
の
後

期
古
墳
を
含
む
）
周
辺
の
開
発
は
五
世
紀
段
階
と
七
世
紀
前
後

の
二
段
階
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
相
違
は
、
山
麓
部
の

小
規
模
開
発
、
溜
池
築
造
や
盆
地
部
へ
の
溝
構
築
と
、
比
較
的

規
模
の
大
き
な
河
川
下
流
の
氾
濫
原
の
耕
地
化
と
丘
陵
面
の
土

地
開
発
と
の
間
の
技
術
的
な
段
階
差
で
あ
る
。

以
上
は
大
伴
氏
の
関
与
に
よ
る
揖
保
川
水
系
の
開
発
・
経
営

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
伴
氏
は
加
古
川
水
系
で
も
上
宮

王
家
に
よ
る
開
発
を
主
導
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
上
宮
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王
家
の
政
策
で
印
南
野
に
入
植
し
馬
飼
・
馬
司
の
職
掌
を
担
っ

た
馬
養
造
氏
の
事
例
と
と
も
に
、
大
伴
氏
の
来
住
野
へ
の
派
遣

も
上
宮
王
家
に
よ
る
加
古
川
水
系
の
開
発
・
経
営
の
一
環
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
段
丘
上
の
印
南
野
の
開
発
は
、
七
世
紀
前
後
以

降
に
本
格
的
に
着
手
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

武
庫
川
水
系
と
加
古
川
水
系
が
湯
山
街
道
な
ど
東
西
の
内
陸

交
通
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
地
域
間
交
通
、
地

域
権
力
の
あ
り
方
が
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
歴
史
的
に
重
層

し
て
い
る
こ
と
が
摂
津
・
播
磨
に
お
け
る
源
平
争
乱
や
南
北
朝

争
乱
の
事
例
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

  16
）。
最
後
に
印
南
野
と

志
染
川
・
美
嚢
川
を
含
む
加
古
川
水
系
の
地
域
間
交
通
が
、
古

代
か
ら
中
世
に
か
け
て
歴
史
的
に
重
層
し
て
い
る
こ
と
を
大
部

荘
関
係
史
料
を
通
し
て
一
瞥
し
て
み
る
。
前
掲
の
大
部
郷
田
地

と
垂
水
・
粟
生
・
赤
穂
三
カ
庄
を
替
え
た
こ
と
自
体
、
明
石
川

と
加
古
川
水
系
の
交
通
を
前
提
に
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
永

仁
年
間
に
は
前
雑
掌
で
あ
っ
た
志
深
保
雑
掌
垂
水
繁
昌
が
久
留

美
荘
地
頭
ら
と
と
も
に
大
部
荘
に
乱
入
し
て
い
る
（

  17
）が
、
垂

水
を
氏
名
と
す
る
人
物
（

  18
）が
志
染
や
大
部
の
雑
掌
を
務
め
て

い
る
こ
と
は
明
石
川
・
加
古
川
水
系
の
ル
ー
ト
で
移
動
し
て
い

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
石
川
方
面
か
ら
は
正
和
年
間
に

平
野
荘
の
悪
党
が
大
部
荘
に
乱
入
し
て
い
る
（

  19
）。
乱
入
・
狼

藉
の
背
景
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
大
部
荘
が
交
通
の
要
地
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
が
共
通
の
前
提
で
あ
る
。
建
仁
三
年
の
将
軍
家

政
所
下
文
案
は
播
磨
国
大
部
庄
・
魚
住
泊
住
人
ら
に
守
護
使
乱

入
停
止
を
命
じ
て
い
る
（

  20
）が
、
大
部
荘
と
魚
住
泊
の
住
人
に

セ
ッ
ト
で
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
故
な
し
と
し
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
安
年
間
、
明
石
川
支
流
櫨
谷
川
流
域
に

あ
る
如
意
寺
が
魚
住
荘
内
に
大
般
若
経
田
を
所
持
し
て
い
る
事

例
（

  21
）は
魚
住
と
明
石
川
水
系
と
の
連
絡
を
前
提
に
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
印
南
野
は
東
播
の
明
石
・
賀
古
・
印
南
沿
岸
諸

郡
に
ま
た
が
り
交
通
の
枢
要
地
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

沿
岸
部
と
内
陸
の
美
嚢
・
賀
毛
郡
を
も
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
王
権
・
王
家
が
進
出
し
て
開
発
に
手
を
加
え
る
と
も
に
、
王

権
ゆ
か
り
の
故
地
と
し
て
伝
承
や
神
聖
な
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ

に
彩
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
交
通
関
係
は
古
代
の
み
な
ら
ず

中
世
、
恐
ら
く
は
近
世
に
か
け
て
も
歴
史
的
に
重
層
す
る
形
で

東
播
・
西
摂
国
境
地
帯
の
地
域
性
を
歴
史
の
な
か
に
刻
印
し
て

き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
重
層
性
を
生
み
出

し
た
要
因
は
何
で
あ
り
、
単
に
歴
史
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
的
特
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
が
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
風

土
記
の
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承
を
読
み
解
き
、
明
石
・
賀
古
・
印
南
諸

郡
が
一
体
的
な
地
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
山
陽
道
沿
い

の
交
通
関
係
を
も
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
ナ
ビ
ツ
マ

伝
承
を
王
権
―
印
南
地
域
―
吉
備
と
の
歴
史
的
な
政
治
関
係
と

し
て
理
解
す
る
と
、
吉
備
氏
の
優
勢
が
五
世
紀
後
半
、
雄
略
朝

の
星
川
皇
子
反
乱
を
機
に
後
退
し
、
そ
の
際
、
播
磨
に
お
け
る

和
邇
氏
勢
力
の
存
在
と
、
賀
毛
郡
の
山
直
（
そ
の
始
祖
が
息
長

命
）
の
勢
力
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
天
皇
に
仕

え
る
息
長
命
の
役
割
は
、
や
は
り
天
皇
と
皇
后
の
間
を
取
り
持

つ
高
橋
氏
の
始
祖
・
磐
鹿
六
雁
命
の
役
割
と
似
て
い
る
。

そ
こ
で
両
者
に
共
通
す
る
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
注
目
し

て
、
そ
れ
が
天
皇
の
国
土
支
配
権
を
表
象
す
る
と
と
も
に
広
域

的
な
交
通
体
系
に
お
け
る
枢
要
地
を
も
表
象
し
て
い
る
と
見

て
、
「
印
南
野
」
「
葛
飾
野
」
の
共
通
点
を
指
摘
し
た
。
そ
れ

は
南
北
に
流
れ
る
河
川
の
河
口
（
天
然
の
良
港
）
を
擁
す
る
と

と
も
に
複
数
の
水
系
を
結
節
す
る
形
で
東
西
の
交
通
路
が
貫
通

し
て
い
る
。
河
口
部
付
近
の
丘
陵
と
低
地
は
開
発
の
段
階
を
異

に
し
、
主
に
丘
陵
部
は
新
規
の
開
発
対
象
地
と
し
て
王
権
や
中

央
権
力
が
関
与
し
た
。
そ
の
た
め
後
世
に
お
い
て
王
権
ゆ
か
り

の
地
と
し
て
伝
承
や
聖
な
る
モ
テ
ィ
ー
フ
の
舞
台
と
な
っ
て
き

た
の
で
あ
る
。

播
磨
に
お
い
て
は
、
上
宮
王
家
の
主
導
に
よ
り
大
伴
氏
が
揖

保
郡
の
河
川
下
流
域
を
開
発
す
る
と
と
も
に
、
加
古
川
水
系
沿

い
に
印
南
野
と
来
住
野
に
進
出
し
た
と
見
ら
れ
、
印
南
野
丘
陵

の
開
発
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

風
土
記
は
伝
承
資
料
で
あ
る
が
、
舞
台
と
な
っ
た
地
域
に
お

け
る
歴
史
的
に
重
層
す
る
特
質
に
着
目
し
、
ま
た
伝
承
の
モ

テ
ィ
ー
フ
を
読
解
す
る
こ
と
、
そ
の
地
理
認
識
の
特
性
を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
―
地
域
間
の
政
治
的
関
係
、
交
通

体
系
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
い
か
。
本
稿
は

そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。

風
土
記
に
長
大
な
物
語
と
し
て
収
載
さ
れ
た
ナ
ビ
ツ
マ
伝
承

は
王
権
の
国
土
支
配
権
と
広
域
的
な
交
通
体
系
の
表
現
・
テ
キ

ス
ト
と
し
て
理
解
し
た
。
供
御
の
モ
テ
ィ
ー
フ
も
食
国
的
な
支

配
理
念
・
統
治
理
念
の
表
現
と
し
て
読
解
し
た
も
の
で
あ
る
。

風
土
記
の
素
材
の
伝
承
主
体
と
編
纂
主
体
の
実
体
に
照
ら
し

て
、
こ
う
し
た
表
現
の
主
体
、
語
り
の
主
体
は
誰
な
の
か
、
表

現
は
テ
キ
ス
ト
上
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
儀
礼
の
実
修

を
伴
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
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き
て
い
な
い
。
特
定
の
場
や
行
幸
時
に
こ
う
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ

の
歌
が
詠
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
風
土
記
の
説
話
の
中
に
は

祭
祀
の
実
修
を
伴
っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
れ

ら
を
踏
ま
え
て
地
域
の
歴
史
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。

（
註
）

（
1
）
飯
泉
健
司
「
播
磨
国
風
土
記
」（
植
垣
節
也
・
橋
本
雅

之
編
『
風
土
記
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』〈
世
界
思
想
社
、

二
〇
〇
一
年
〉）。

（
2
）
印
南
野
が
明
石
・
賀
古
・
印
南
三
郡
に
ま
た
が
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
今
津
勝
紀
「
日
本
古
代
史
研
究
と
Ｇ
Ｉ
Ｓ
」

（
新
納
泉
編
『
空
間
情
報
科
学
を
用
い
た
歴
史
学
・
考
古
学

を
は
じ
め
と
す
る
人
文
科
学
研
究
の
推
進
』〈
岡
山
大
学
、

二
〇
〇
六
年
〉）。

（
3
）
岡
田
精
司
「
記
紀
神
話
の
成
立
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴

史
第
二
巻　

古
代
二
』
一
九
七
五
年
）。

（
4
）
今
津
勝
紀
「
古
代
播
磨
の
「
息
長
」
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
日
本
史
研
究
』
五
〇
〇
、二
〇
〇
四
年
）。

（
5
）
古
市
晃
「
神
の
落
と
し
物
」（
坂
江
渉
編
『
風
土
記
か

ら
み
る
古
代
の
播
磨
』〈
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
七
年
〉）。

（
6
）
沖
森
卓
也
・
矢
嶋
泉
・
佐
藤
信
編
著
『
古
代
氏
文
集　

住
吉
大
社
神
代
記
・
古
語
拾
遺
・
新
撰
亀
相
記
・
高
橋
氏
文
・

秦
氏
本
系
帳
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
7
）
森
田
喜
久
男
「
古
代
王
権
の
東
国
支
配 

−

『
高

橋
氏
文
』
渉
猟
伝
承
の
分
析
か
ら

−

」（『
歴
史
評
論
』

七
八
六
、二
〇
一
五
年
）
は
葛
飾
野
が
水
陸
交
通
の
結
節
点

で
あ
る
こ
と
、景
勝
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
狩
猟
地
と
も
な
り
、

葛
飾
野
に
お
け
る
狩
猟
は
「
山
海
之
政
」
を
具
現
化
す
る
た

め
の
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
森
田
氏
が
着
目

す
る
「
山
海
之
政
」
は
、ヤ
マ
ト
王
権
の
統
治
理
念
で
あ
り
、

そ
れ
を
具
現
化
す
る
う
え
で
山
野
河
海
の
幸
の
貢
納
と
食
膳

が
伴
う
と
す
る
（
同
『
日
本
古
代
の
王
権
と
山
野
河
海
』〈
吉

川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
年
〉）。本
稿
が
い
う
供
御
の
モ
テ
ィ
ー

フ
は
王
権
の
国
土
支
配
及
び
交
通
上
の
枢
要
地
を
表
象
す
る

表
現
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
表
現
の
な
か
に
統
治
理
念
及
び

交
通
体
系
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か

に
は
万
葉
歌
に
み
る
よ
う
に
実
際
に
儀
礼
が
実
修
さ
れ
た
も

の
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
。
交
通
の
結
節
点
を
論
じ
る
点
で

「
山
海
の
政
」
は
本
稿
と
近
似
す
る
と
い
え
よ
う
。

（
8
）
今
津
勝
紀
「
日
本
古
代
の
村
落
と
地
域
社
会
」（『
考
古
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学
研
究
』
五
〇

−

三
、二
〇
〇
三
年
）。

（
9
）
発
掘
さ
れ
た
明
石
の
歴
史
展
実
行
委
員
会
編
『
明
石
の

古
墳
』（
同
委
員
会
・
明
石
市
、
二
〇
一
一
年
）、
同
『
明
石

の
古
墳
Ⅱ
』（
同
委
員
会
・
明
石
市
、
二
〇
一
二
年
）、
同
『
明

石
の
古
代
』（
同
委
員
会
・
明
石
市
、
二
〇
一
三
年
）。

（
10
）
発
掘
さ
れ
た
明
石
の
歴
史
展
実
行
委
員
会
『
明
石
の
古

墳
Ⅱ
』（
前
掲
）。

（
11
）
坂
江
渉
「
風
土
記
の
「
荒
ぶ
る
神
」
の
鎮
座
伝
承 

−
王

権
と
広
域
権
力
に
よ
る
地
域
編
成
の
一
断
面

−
」（『
出
雲
古

代
史
研
究
』
二
五
、二
〇
一
五
年
）。

（
12
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系　

兵
庫
県
の
地
名
（
一
）』（
平
凡

社
、
一
九
九
九
年
）。

（
13
）
応
保
二
年
五
月
一
日
官
宣
旨
案　
『
小
野
市
史　

第
四
巻

史
料
編
Ⅰ
』（
小
野
市
、
一
九
九
七
年
）。

（
14
）
甲
斐
国
一
宮
・
浅
間
神
社
の
宮
司
家
・
古
屋
氏
の
家
譜
「
古

屋
家
家
譜
」
に
は
大
伴
氏
の
祖
神
を
紀
伊
の
祭
神
と
し
て
多

く
載
せ
、
そ
の
中
に
金
村
の
子
と
し
て
「
宇
遅
古
連
公
」
が

見
え
、
こ
れ
を
宇
治
大
伴
連
と
注
記
す
る
。
紀
伊
国
名
草
郡

宇
治
大
伴
連
な
ど
の
先
祖
と
さ
れ
る
大
部
屋
栖
野
古
連
公
は

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
溝
口
睦
子
『
古
代
氏
族

の
系
譜
』〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
〉）。

（
15
）『
姫
路
市
史　

第
七
巻
下
』（
二
〇
一
〇
年
）。

（
16
）
市
澤
哲
「
南
北
朝
内
乱
か
ら
み
た
西
摂
津
・
東
播
磨
の

平
氏
勢
力
圏
」（
史
料
ネ
ッ
ト
編
『
地
域
社
会
か
ら
み
た
「
源

平
合
戦
」』〈
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
七
年
〉）、
同
「
建
武
・
暦

応
の
西
摂
津
・
北
摂
津
合
戦
」（『
新
兵
庫
県
の
歴
史
』
三
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
17
）
永
仁
三
年
正
月
月
日
大
部
荘
百
姓
等
重
申
状
な
ど
（『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、
東
大
寺
文
書

−

播
磨
国
大
部
荘

〈
兵
庫
県
、
一
九
九
〇
年
〉）。

（
18
）
こ
の
垂
水
が
摂
津
の
垂
水
か
、
大
部
荘
の
南
の
四
至
に

あ
た
る
河
内
村
垂
井
（
垂
水
）
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
水
系
的
に
も
明
石
の
垂
水
が
有
力
で
あ
ろ
う
。

小
野
市
史
編
纂
専
門
委
員
会
編
『
小
野
市
史　

第
一
巻
本
編

Ⅰ
』（
小
野
市
、
一
九
九
七
年
）。

（
19
）
正
和
五
年
六
月
二
四
日
後
伏
見
上
皇
院
宣
案
な
ど
（『
兵

庫
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、
前
掲
）。

（
20
）
建
仁
三
年
五
月
一
七
日
将
軍
源
頼
家
家
政
政
所
下
文
案

（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、　

前
掲
）。

（
21
）
文
安
三
年
一
二
月
一
三
日
行
重
・
近
助
連
署
裁
許
状
写

（『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
二
、
如
意
寺
文
書
〈
兵
庫
県
、

一
九
八
三
年
〉）。


